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公
職
選
挙
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案

参
照
条
文

○
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）

（
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
入
及
び
支
出
の
報
告
書
の
提
出
）

第
百
八
十
九
条

出
納
責
任
者
は
、
公
職
の
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
し
な
さ
れ
た
寄
附
及
び
そ
の
他
の
収
入
並
び

に
支
出
に
つ
い
て
、
第
百
八
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
、
前
条
第
一
項
の
領
収

書
そ
の
他
の
支
出
を
証
す
べ
き
書
面
の
写
し
（
同
項
の
領
収
書
そ
の
他
の
支
出
を
証
す
べ
き
書
面
を
徴
し
難
い
事

情
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
並
び
に
当
該
支
出
の
金
額
、
年
月
日
及
び
目
的
を
記
載
し
た
書
面
又
は
当
該
支
出

の
目
的
を
記
載
し
た
書
面
並
び
に
金
融
機
関
が
作
成
し
た
振
込
み
の
明
細
書
で
あ
つ
て
当
該
支
出
の
金
額
及
び
年

月
日
を
記
載
し
た
も
の
の
写
し
）
を
添
付
し
て
、
次
の
各
号
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
選
挙
に
関
す
る
事

務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
中
央
選
挙
管
理
会
）
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３
（
略
）

（
命
令
へ
の
委
任
）

第
二
百
七
十
二
条

こ
の
法
律
の
実
施
の
た
め
の
手
続
そ
の
他
そ
の
施
行
に
関
し
必
要
な
規
定
は
、
命
令
で
定
め
る
。

○
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）

（
選
挙
人
名
簿
等
の
様
式
）

第
百
四
十
五
条

選
挙
人
名
簿
、
在
外
選
挙
人
名
簿
、
投
票
録
、
開
票
録
、
選
挙
録
、
当
選
証
書
そ
の
他
法
及
び
こ

の
政
令
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
等
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
。
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○
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号

（
抄
）

）

（
報
告
書
の
提
出
）

第
十
二
条

（
略
）

２

政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
は
、
前
項
の
報
告
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
経
費
の
支
出

に
つ
い
て
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
領
収
書
等
の
写
し
（
当
該
領
収
書
等
を
複
写
機
に
よ
り
複
写

し
た
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ

（
領
収
書
等
を
徴
し
難
い
事
情
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
並
び
に
当
該
支
出

。
）

の
目
的
、
金
額
及
び
年
月
日
を
記
載
し
た
書
面
（
第
十
九
条
の
十
一
第
一
項
に
お
い
て
「
領
収
書
等
を
徴
し
難
か

つ
た
支
出
の
明
細
書
」
と
い
う

）
又
は
当
該
支
出
の
目
的
を
記
載
し
た
書
面
及
び
振
込
明
細
書
の
写
し
（
当
該
振

。

込
明
細
書
を
複
写
機
に
よ
り
複
写
し
た
も
の
に
限
る

。
以
下
同
じ

）
を
併
せ
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。
）

。

３
・
４

（
略
）

（
解
散
の
届
出
等
）

第
十
七
条

政
治
団
体
が
解
散
し
、
又
は
目
的
の
変
更
そ
の
他
に
よ
り
政
治
団
体
で
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
そ
の
代

表
者
及
び
会
計
責
任
者
で
あ
つ
た
者
は
、
そ
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
そ
の
旨
及
び
年
月
日
を
、
第
六
条
第
一

項
各
号
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
又
は
総
務
大
臣
に
文
書
で
届
け
出
る

と
と
も
に
、
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
そ
の
日
現
在
で
、
収
入
及
び
支
出
並
び
に
資
産
等
に
関
す

る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３

（
略
）

４

第
十
二
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
十
三
条
及
び
第
十
四
条
の
規
定
は
第
一
項
の
報
告
書
に
つ
い
て
、
第

七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
公
表
を
都
道
府
県
の
公
報
へ
の
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掲
載
に
よ
り
行
つ
た
と
き
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

○
政
党
助
成
法
（
平
成
六
年
法
律
第
五
号
）

（
政
党
の
報
告
書
の
提
出
等
）

第
十
七
条

（
略
）

２

政
党
の
会
計
責
任
者
は
、
前
項
の
報
告
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に

掲
げ
る
書
面
又
は
文
書
を
併
せ
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

前
項
第
三
号
の
政
党
交
付
金
に
よ
る
支
出
に
係
る
領
収
書
等
の
写
し
（
社
会
慣
習
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
こ
れ

を
徴
し
難
い
と
き
は
、
そ
の
旨
並
び
に
当
該
政
党
交
付
金
に
よ
る
支
出
の
目
的
、
金
額
及
び
年
月
日
を
記
載
し
た

書
面
又
は
当
該
政
党
交
付
金
に
よ
る
支
出
の
目
的
を
記
載
し
た
書
面
並
び
に
金
融
機
関
が
作
成
し
た
当
該
政
党
交

付
金
に
よ
る
支
出
に
係
る
振
込
み
の
明
細
書
で
あ
っ
て
支
出
の
金
額
及
び
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
の
写
し
。
第

三
十
四
条
第
一
項
並
び
に
第
四
十
四
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
七
号
に
お
い
て
「
政
党
分
領
収
書
等
の
写
し
」
と

い
う

）
及
び
政
党
基
金
に
係
る
残
高
証
明
等
の
写
し

。

二
～
四

（
略
）

（
政
党
の
支
部
の
支
部
報
告
書
の
提
出
等
）

第
十
八
条

（
略
）

２

政
党
の
支
部
の
会
計
責
任
者
は
、
前
項
の
支
部
報
告
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
次
に
掲
げ
る
書
面
又
は
文
書
を
併
せ
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

前
項
第
三
号
の
支
部
政
党
交
付
金
に
よ
る
支
出
に
係
る
領
収
書
等
の
写
し
（
社
会
慣
習
そ
の
他
の
事
情
に
よ

り
こ
れ
を
徴
し
難
い
と
き
は
、
そ
の
旨
並
び
に
当
該
支
部
政
党
交
付
金
に
よ
る
支
出
の
目
的
、
金
額
及
び
年
月
日

を
記
載
し
た
書
面
又
は
当
該
支
部
政
党
交
付
金
に
よ
る
支
出
の
目
的
を
記
載
し
た
書
面
並
び
に
金
融
機
関
が
作
成
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し
た
当
該
支
部
政
党
交
付
金
に
よ
る
支
出
に
係
る
振
込
み
の
明
細
書
で
あ
っ
て
支
出
の
金
額
及
び
年
月
日
を
記
載

し
た
も
の
の
写
し
。
第
四
十
条
の
二
第
一
項
並
び
に
第
四
十
四
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
七
号
に
お
い
て
「
支
部

分
領
収
書
等
の
写
し
」
と
い
う

）
及
び
支
部
基
金
に
係
る
残
高
証
明
等
の
写
し

。

二
～
四

（
略
）

３

（
略
）

（
解
散
等
に
係
る
報
告
書
の
提
出
の
特
例
）

第
二
十
八
条

第
十
五
条
第
一
項
の
政
党
が
解
散
し
、
又
は
目
的
の
変
更
そ
の
他
に
よ
り
政
治
団
体
で
な
く
な
っ
た

場
合
は
、
当
該
政
党
の
会
計
責
任
者
で
あ
っ
た
者
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
事
実
が
生
じ

た
日
現
在
で
、
第
十
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
こ
れ
ら
の
事
項
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ

）
を
記
載
し
た
報
告
書
（
そ
の
年
の
前
年
に
お
け
る
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

。

し
た
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
報
告
書
を
含
む

）
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

。

い
。

２

第
十
七
条
第
二
項
及
び
第
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
報
告
書
の
提
出
を
す
る
場
合

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
七
条
第
二
項
第
二
号
中
「
次
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第

二
十
九
条
第
一
項
」
と

「
第
十
九
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
四
項
に

、

お
い
て
準
用
す
る
第
十
九
条
第
一
項
」
と

「
並
び
に
次
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「

第
二
十
九
条
第
一
項
第
一

、

（

号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
提
出
を
受
け
た
こ
れ
ら
の
文
書
に
限
る

）
並
び
に
第
二
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準

。

用
す
る
次
条
第
二
項
」
と

「
支
部
に
つ
い
て
第
二
十
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
支
部
の
会
計
責
任
者
で
あ
っ
た

、

者
に
つ
い
て
第
三
十
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
八
条
第
一
項
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。
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（
解
散
等
に
係
る
政
党
の
支
部
報
告
書
の
提
出
の
特
例
）

第
二
十
九
条

第
十
六
条
第
一
項
の
支
部
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
当
該

支
部
の
会
計
責
任
者
で
あ
っ
た
者
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
事
実
が
生
じ
た
日
現
在
で
、

第
十
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
こ
れ
ら
の
事
項
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ

）
を
記
載
し
た
支
部
報
告
書
（
そ
の
年
の
前
年
に
お
け
る
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
支
部

。
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
支
部
報
告
書
を
含
む

）
を
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

。

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
支
部
を
そ
の
支
部
と
す
る
政
党
が
解
散
し
、
又
は
目
的
の
変
更
そ
の
他
に
よ
り
政
治
団
体
で
な
く
な
っ

た
場
合

当
該
支
部
に
支
部
政
党
交
付
金
（
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
支
部
政
党
交
付
金
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ

）
の
支
給
を
し
た
政
党
の
会
計
責
任
者
で
あ
っ
た
者
（
当
該
支
部
が
政
党
の
他
の
支
部

。

か
ら
支
部
政
党
交
付
金
の
支
給
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
他
の
支
部
の
会
計
責
任
者
で
あ
っ
た
者
と

し
、
当
該
他
の
支
部
が
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
者
と
す
る
。
次

条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ

）
。

二

当
該
支
部
が
解
散
し
た
場
合
そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
（
前
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
を

除
く

）
当
該
支
部
に
支
部
政
党
交
付
金
の
支
給
を
し
た
政
党
の
会
計
責
任
者
（
当
該
支
部
が
政
党
の
他
の
支
部

。

、

）

か
ら
支
部
政
党
交
付
金
の
支
給
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は

当
該
政
党
及
び
当
該
他
の
支
部
の
会
計
責
任
者

２

（
略
）

３

第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
支
部
報
告
書
を
提
出
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
書
面
又
は
文
書
」
と
あ
る
の
は
「
書
面
又
は
文
書
（
第
二
十
九
条
第
一

項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
書
面

」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は

）
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「
第
二
十
九
条
第
一
項
」
と

「
次
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
四
項
に

、

お
い
て
準
用
す
る
第
十
九
条
第
一
項
」
と

「
当
該
政
党
の
他
の
支
部
に
つ
い
て
第
二
十
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は

、

「
第
二
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
提
出
を
受
け
た
こ
れ
ら
の
文
書
に
限
る
も
の
と
し
、
当

該
政
党
の
他
の
支
部
の
会
計
責
任
者
で
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
第
三
十
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

（
略
）

（
総
務
省
令
へ
の
委
任
）

第
四
十
二
条

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
、
会
計
帳
簿
、
報
告
書
、
総
括
文
書
、
支
部
報
告
書
、
支
部
総
括

文
書
、
監
査
意
見
書
、
監
査
報
告
書
そ
の
他
の
書
類
の
様
式
、
記
載
要
領
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
は
、
総
務
省
令

で
定
め
る
。


